
 

令和 8年 4月吉日 

【高等教育の修学支援新制度申請者対象】 

受験生・保護者の皆様へ 

学校法人康学舎 

横浜中央看護専門学校 

 

【重要】高等教育の修学支援新制度利用に伴う 

前期授業料の納入猶予に関するご案内 

 

本校では、「高等教育の修学支援新制度（授業料等減免と給付型奨学金）」を利用される皆様の経済的負

担を軽減するため、前期授業料の納入を猶予する制度を設けております。 

本制度は、高等学校等で予約採用候補者となった新入生が対象となります。つきましては、本制度の利

用を希望される方は、下記事項をご確認のうえ、出願時にお手続きくださいますようお願い申し上げま

す。 

記 
 
１．対象者 

・「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構の給付奨学金）」に申請し、採用結果通知待ちの方 

 ・「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構の給付奨学金）」に申請し、採用候補者となることが

決定した通知書「奨学生採用候補者決定通知」がお手元にある方 

 

２．本校における猶予措置の内容 

・猶 予 対 象：前期授業料 220,000円 

         ※入学金（250,000円）、施設整備費・実験実習費（280,000円）につきましては、

入学手続き期間内にご納入いただきます。 

・納入猶予期限：2027年 5月 28日（金）  
 
３．前期授業料減免内容 

 

支援区分 前期授業料 前期授業料減免額 納付額 

第Ⅰ区分（満額） 

220,000円 

220,000円 0円 

第Ⅱ区分（2/3） 146,700円  73,300円 

第Ⅲ区分（1/3）  73,400円 146,600円 

第Ⅳ区分（満額） 220,000円 0円 

多子世帯（満額） 220,000円 0円 

 

  



 

４．申請の流れ 

 【出願時】 

Web出願（エントリー）フォームに、下記①②の書類を添付してください。 

 ① 授業料納入猶予申請書（本校書式） 

   本校ホームページよりダウンロードした授業料納入猶予申請書を記入後、スマートフォン等のカ

メラで撮影し、Web出願フォームに添付してください。原本の提出は不要です。 

 

② 採用候補者決定通知またはスカラネットの画面の写し 

・採用候補者決定通知がお手元にある方は、通知書をスマートフォン等のカメラで撮影し、Web出

願フォームに添付してください。 

・採用候補者決定通知が届いてない場合は、「高等教育の修学支援新制度」に申請したことが確認

できるスカラネットの画面の画像を Web 出願フォームに添付してください。後日、通知が届き

ましたら、採用候補者決定通知の写しを 2027年 1月 29日（金）までに提出してください。不採

用だった場合も必ずご提出ください。 

 

５．入学後の手続の流れ 

入学後、学内で実施する「予約採用者向け奨学金説明会」に必ずご参加ください。正式な候補者に

なるために必要な手続き（スカラネットでの「進学届」の提出等）について説明いたします。手続き

完了後、入学金・授業料の免除または減額される金額が確定します。 

猶予している前期授業料につきましては、免除・減額される金額を差し引きし、請求を行います。  

納入期日：2027年 5月 28日（金） 

 

６．入学金の取扱いについて・入学金減免内容 

入学手続時には入学金を一旦納入していただきますが、上記「５. 入学後の手続の流れ」に記載の

手続きを行い、入学金・授業料の免除または減額される金額が確定した場合、所定の金額を【2027年

6月末日を目途に返還】いたします。 

 

支援区分 入学金 入学金還付額 自己負担額 

第Ⅰ区分（満額） 

250,000円 

160,000円  90,000円 

第Ⅱ区分（2/3） 106,700円 143,300円 

第Ⅲ区分（1/3）  53,400円 196,600円 

第Ⅳ区分（満額） 160,000円  90,000円 

多子世帯 160,000円  90,000円 

※入学金減免について、国の上限額は 16万円となります。 

  



 

７．その他 

①「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構の給付奨学金）」の採用候補者に決定さ 

れなかった場合について 

前期授業料の猶予措置が取り消しとなります。お送りいただいた採用候補者決定通知書で不採用を確

認後、授業料の全額を請求いたします。 納入期日：2027年 2月 19日（金） 

 

②「進学届」の提出を怠るなど申請者ご本人のご都合で、入学金・授業料の免除または減額を受ける時期

が遅れるあるいは受けることができなくなった場合、直ちに猶予している授業料の全額を請求いた

します。 

 

③高校等で「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構の給付奨学金）」の予約採用にお申し込みを

されていない方について 

 入学後に「在学採用」として申請が可能です。入学後、学内で実施する「在学採用者向け奨学金説明会」 

に必ずご参加ください。採用決定後に減免額を還付させていただきます。 
  

 

■ 問い合わせ先 

横浜中央看護専門学校 

入学試験係 

 電話：045-453-1115 


